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他県において、ウクライナ情勢を悪用した詐欺被害が報告されています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ほかにも、ウクライナの支援物資や義援金などの名目でお金を騙し 
取ろうとする手口が確認されています。 

 
 
 

・身に覚えのないメッセージは絶対に見ない！！ 返信しない！！ 

・支援物資や義援金を送る場合は、信頼できる機関を選びましょう。 

・少しでもおかしいな？と思ったら、警察（牧之原警察署：22-0110）・町の消費生活相談

窓口（役場産業課：0548-33-2122・毎週火・金曜日（祝日除く）9：00～16：００）や

消費者センター（消費者ホットライン電話番号「188（いやや）」）に相談をしましょう。 

 
ウクライナ情勢を悪用した詐欺に注意を！！ 

ウクライナでロシアの軍事進攻が激しさを増してきたため、何
か自分にもできないかと思っていたところ、SNS で義援金の
募集があったため、クレジットカード決済で募金した。しかし
後日 SNS に、募金した義援金サイトは偽物の可能性がある
と表示された。そのため返金を求めたい。 

（相談者：3０歳代 男性） 

【事例１】 
SNS でウクライナへの義援金を募集していたので寄付したが、詐欺である可
能性があるとわかった。返金してほしい。 

【事例２】 
ウクライナ在住の避難者を装って、スマートフォンでメッセー

ジを送り、出国費用の名目で現金を騙し取ろうとした。 

詐欺だと思ったら 

 


